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今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
経
済
に
与
え
る
影
響
に
対
し
て
は
、
感
染
拡
大
防
止
の
徹
底
に
加
え
て
、
雇
用

の
維
持
と
事
業
の
継
続
を
当
面
最
優
先
に
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
む
と
い
う
方
針
の
下
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
関
す
る
緊
急
対
応
策 
―
第
二
弾
―
」
（
令
和
二
年
三
月
十
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
）
を
講
ず

る
こ
と
を
決
定
し
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
緊
急
対
応
策
」
（
令
和
二
年
二
月
十
三
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
）
と
合
わ
せ
て
直
ち
に
実
行
に
移
し
て
い
る
。
引
き
続
き
、
経
済
の
下
押
し
リ
ス
ク
に
備
え

て
策
定
し
た
事
業
規
模
二
十
六
兆
円
の
「
安
心
と
成
長
の
未
来
を
拓
く
総
合
経
済
対
策
」
（
令
和
元
年
十
二
月
五
日
閣
議
決

定
）
を
着
実
に
実
行
し
て
い
く
と
と
も
に
、
今
後
も
、
内
外
の
経
済
の
動
向
や
国
民
生
活
へ
の
影
響
に
つ
い
て
し
っ
か
り
見

極
め
、
時
機
を
逸
す
る
こ
と
な
く
、
必
要
か
つ
十
分
な
経
済
財
政
政
策
を
躊
躇

ち
ゅ
う
ち
ょ

な
く
行
っ
て
い
く
。 


